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そして、この署名押印に先立ち開催された職員説明会で各職員に配付された同意書案には、Ｙの従前から

の職員に係る支給基準と同一水準の退職金額を保障する旨が記載されていたのである。ところが、本件基

準変更後の新規程の支給基準の内容は、退職金額の計算に自己都合退職の係数が用いられる場合には支

給される退職金額が０円となる可能性が高いものであったということができ、また、Ｙの従前からの職員に

係る支給基準との関係でも、上記の同意書案の記載と異なり、著しく均衡を欠くものであったということが

できる。 

⑷ 上記のような本件基準変更による不利益の内容等及び本件同意書への署名押印に至った経緯等を踏まえ

ると、Ｘらが本件基準変更への同意をするか否かについて自ら検討し判断するために必要十分な情報を与

えられていたというためには、同人らに対し、旧規程の支給基準を変更する必要性等についての情報提供

や説明がされるだけでは足りず、自己都合退職の場合には支給される退職金額が０円となる可能性が高く

なることや、Ｙの従前からの職員に係る支給基準との関係でも上記の同意書案の記載と異なり著しく均衡

を欠く結果となることなど、本件基準変更によりＸらに対する退職金の支給につき生ずる具体的な不利益

の内容や程度についても、情報提供や説明がされる必要があったというべきである。 

⑸ しかしながら、原審は、同意書の署名押印に先立つＸらへの情報提供等に関して、職員説明会で本件基準変

更後の退職金額の計算方法の説明がされたことや、普通退職であることを前提として退職金の引当金額を

記載した本件退職金一覧表の提示があったことなどを認定したにとどまり、上記⑶のような点に関する情

報提供や説明がされたか否かについての十分な認定、考慮をしていない。 

⑹ したがって、本件基準変更に対するＸらの同意の有無につき、上記⑶のような事情に照らして、本件同意書

への同人らの署名押印がその自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的

に存在するか否かという観点から審理を尽くすことなく、同人らが本件退職金一覧表の提示を受けていた

ことなどから直ちに、上記署名押印をもって同人らの同意があるものとした原審の判断には、審理不尽の

結果、法令の適用を誤った違法がある。（原判決（東京高裁平成２５年８月２９日判決）を破棄差戻） 


